
議案第 18号 関係資料

平成 24年 3月 16日

葛飾区市民活動支援センター条例及び葛飾区勤労福社会館条例の一部を改正する条例

1 改 正の理由

葛飾区市民活動支援センタT及 び葛飾区勤労福社会館の駐車場の利用料金制度

を導入するにあたり所要の改正をする必要があるため。

2 改 正の概要

葛飾区市民活動支援センタ十及び葛飾区勤労福社会館の第一駐車場 (南側駐車

場)8台 、第二駐車場 (北側駐車場)4台 、合計 12台 の駐車スペースを有料化す

るもの。 ′

3 施 行予定期 日

平成 24年 5月 1日予定

4 新 旧対照表

別紙 葛 飾区市民活動センター条例及び葛飾区勤労福社会館条例新旧対照表のと

お り。

記



葛飾区市民活動支援センター条例 新 1日対照表

現 行 改正案
O葛 飾区市民活動支援セシタ‐条例   ~~~~

平成 17年 12月 21日

条例第40号

(設置)

第 1条  地 域において営利を目的とせず、公益の増進に寄与

することを目的として区民等が主体的に取 り組む活動 (以

下 「市民活動」という。)を 支援 し、及び促進することによ

り、活力ある地域社会の実現に寄与するため、葛飾区市民

活動支援センター (以下 「支援センター」という。)を 東京
都葛飾耳立石三丁目12番 1号 に設置する。

(事業)

第2条  支 援センターは、前条に規定する目的を達成するた
め、次に掲げる事業を行う。

伍)市 民活勲に係る人材の育成に関すること。

働 市 民活動に係る相談及び助言に関すること。

13)市 民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

四 支 援センターの利用に関すること。

15)前 各号に掲げるもののほか、葛飾区長 (以下 「区長』
という。)が 必要と認める事業

(施設)

第 3条  支 援センターには、次に掲げる施設を設ける。

ほ)情 報コーナー

121 相談室

ほ)作 業室

惚)大 会議室

俗)小 会議室

16)和 室

仔)集 会室

181 多目的室

2 大 会議室、小会議室、和室、集会事爽轟纂 1盛窒は、葛
飾区勤労福社会館との共用施設とする。

(指定管理者による管理)

第4条  区 長は、次に掲げる支援センターの管理に係る業務
を、地方自治法 (昭和22年 法律第 67号 )第 244条 の
2第 3項 の規定により、指定管理者 (同項に規定する指定
管理者をいう。以下同じ。)に 行わせるものとする。
は)第 2条各号に掲げる業務

0 支 援センターの維持管理に関すること。
倒 前 2号 に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(指定管理者の資格)

第5条  指 定管理者となることができるものは、法人その他
の団体で、次の各号に揚げるす本て|の要件を備えるものと
する。

lll 犀民の平等な利用が確保された支援センターの運営が
できること。

_盟 _基 垂ヱヱニェ?効 用を最大限に発揮させる運営をし、

○葛飾区市民活動支援センター条71f

平成 17年 12月 21日

条例第40号

(設置)

第1条 地域において営利を目的とせず、公益の増進に寄与
することを目的として区民等が主体的に取り組む活動 (以
下 「市民活動」という。)を 支援し、及び促進することによ

り、活力ある地域社会の実現に寄与するため、葛飾区市民
活動支援センター (以下 「支援センター」という。)を 東京

都葛飾区立石三丁目12番 1号に設置する。

(事業)

第 2条  支 援センターは、前条に規定する目的を達成するた
め、次に掲げる事業を行 う。

(11 市民活動に係る人材の育成に関すること。

12)市 民活動に係る相談及び助言に関すること。

僧)市 民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。
14)支 援センターの利用に関すること。

15)前 各号に掲げるもののほか、葛飾区長 (以下 「区長l
という。)が 必要と認める事業

(施設)

第 3条  支 援センターには、次に掲げる施設を設ける。

(1)情 報ヨーナー

の 相 談室

13)作 業室

14)大 会議室

脩)小 会議室

0 和 室

仔)集 会室

(9 多 目的室

1 9 1 i 轟議

2蒻
裕
会
電罷と登釜霜暴基盤雷ぁ曇含露

(指定管理者による管理)

第4条  区 長は、次に掲げる支援センターの管理に係る業務
を、地方自治法 (昭和 22年 法律第67号 )第 244条 の
2第 3項 の規定により、指定管理者 (同項に規定する指定

管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)第 2条 各号に掲げる業務

似 支 援センターの維持管理に関すること。

0 前 2号 に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(指定管理者の資格)

第5条 指 定管理者 となることができるものは、法人その他
の団体で、次の各号に掲げる全ての要件を備えるものとす
る。

位1 区民の平等な利用が確保された支援センターの運営が

できること。

の 支 援センターの効用を最大限に発揮させる運営をし、

1



かつ、その管理に係る経費の続減を図ることができなこ かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができるこ
と。

13)前 条各号に掲げる業務を安定して行 う物的能力及び人
的能力を有すること。

(開館時間)

第 6条  支 援センターの開館時間は、午前 9時 から午後 9時
30分 までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があ
ると認めるときは、あらか じめ区長の承認を得て、これを
変更することができる。

(休館 日)

第 7条  支 援センターの休館 日は、 12月 28日 から翌年の
1月 4日 までとする。ただ し、指定管理者は、特に必要が

あると認めるときは、あらか じめ区長の承認を得て、これ

を変更し、又は臨時に休館 日を定めることができる。

(作業室等を使用できるものの範囲)

第8条 作 業室及び葛飾区規則 (以下 「規貝け」と↓ヽぅと)で定
める作業室の付帯設備 (次条第2項にお↓ヽて 「作業室等」
という。)を 使用できるものは、次に掲げるものとする。
(D 葛 飾区内において市民活動を行い、又は行おうとする

団体

の 前 号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認
めるもの

(使用の承認等)

第9条  支 援センターの施設のうち軽 に定めるもの及び規
則で定める付帯設備 (以下 「施設等」という。)を 使用しよ

うとするものは、規則で定める手続により指定管理者に申
請し、その承認を受けなければならない。

2 作 業室等の使用の手続その他使用に関し必要な事項は、
規貝Jで定める。

(使用の不承認)

10条  指 定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、施設等の使用の承認をしない。

(1)公 益を害するおそれがあると認めるとき。
働 秩 序を乱すおそれがあると認めるとき。
(〕支援セィターの施設設備を損傷するおそれがあると認

めるとき。
14)支 援センタ■の管理上支障があると認めるとき。
6)前 各号に定めるもののほか、指定管理者が特に使用を

不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等禁止)

第 11条  第 9条 第 1項 の規定により施設等の使用の承認を
受けたもの (以下 「使用者」という。)は 、使用の権利を譲

渡 し、又は転貸 してはならない。

(施設等の変更禁止)

第 12条  使 用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を
加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認
を受けたときは、この限りでない。

と。

伸)前 条各号に掲げる業務を安定して行 う物的能力及び人

的能力を有すること。

(開館時間)

第6条  支 援センターの開館時間は、午前 9時 から午後 9時
30分 までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があ
ると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを
変更することができる。

(休館 日)

第 7条  支 援センターの休館 日は、 12月 28日 から翌年の
1月 4日 までとする。ただし、指定管理者は、特に必要が
あると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これ
を変更し、又は臨時に休館 日を定めることができる。

(作業室等を使用できるものの範囲)

第8条  作 業室及び葛飾区規則 (以下 「規則」という。)で 定
める作業事の付帯設備 (次条第2項 において 「作業室等」
という。)を 使用できるものは、次に掲げるものとする。
位)葛 飾区内において市民活動を行い、又は行おうとする

団体

修)前 号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認
めるもの

(使用の承認等)

第 9条  支 援センィ
ーの施設のうち題萎葬謎!に定めるもの及

び規則で定める付帯設備 (以下 「施設等」という。)を 使用
しようとするものは、規則で定める手続により指定管理者
に申請し、その承認を受けなければならない。

2 作 業室等の使用の手続その伸使用に関じ必要な事項は、
規則で定める。

(使用の不承認)

第 10条  指 定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、施設等の使用の承認をしない。

(1】公益を害するおそれがあると認めるとき。
12)秩 序を乱すおそれがあると認めるとき。

●)支 援センターの施設設備を損傷するおそれがあると認
めるとき。

惚)支 援センターの管理上支障があると認めるとき。
6)前 各号に定めるもののほか、指定管理者が特に使用を

不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等禁止)

第 11条  第 9条 第 1項 の規定により施設等の使用の承認を

受“すたもの (以下 「使用者」という。)は 、使用の権利を譲
渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の変更禁止)

第 12条  使 用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を
カコえてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認
を受けたときは、この限りでない。



(使用の承認の取消 し等)

第 13条  指 定管理者はく次の各号のいずれかに該‐当すると
きは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しく
は停止することができる。

11)こ の条例叉はこの条例に基づく規貝」に違反したとき。
修)使 用の目的に違反して使用したとき。

僧)使 用の条件に導反し、又は指定管理者の指示に従わな
かつたとき。

に)災 害その他の事故により施設等の使用ができなくなつ

たとき。

6)工 事その他の都合により指定管理者が特に必要と認め

るとき。

(原状回復義務)

第 14条  使 用者は、使用を終了したときは、施設等を直ち
に原状に回復しなければならない。前条の規定により使用
の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様
とする。

(使用の承認の取消じ等)

第 13条  指 定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、使用の承認を取 り消 し、又は使用を制限し、若 しく

は停止することができる。

(D こ の条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
12)使 用の目的に違反して使用したとき。

僧)使 用の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わな
かつたとき。

四 災 害その他の事故により施設等の使用ができなくなっ

たとき。

悔)工 事その他の都合により指定管理者が特に必要と認め

るとき。

(原状回復義務)

第 14条  使 用者は、使用を終了したときは、施設等を直ち
に原状に回復しなければならない。前条の規定により使用
の承認を取り消され、又は使用を停止されたときもt同様
とする。

(損害賠償)

第 15条  支 援センターに損害を与えた者は、その損害に相
当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、や
むを得ない理由があると認めるときは、賭償額を減額し、
又は免除することができる。

(利用料金)

第 16条  施 設等の利用に係る料金 (以下 「施設等利用料金」
という。)は圭難表軽定める額の範囲内において、あらかじ
め区長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 使 用者は、施設等利用料金を指定管理者に使用の承認の

際に納付 しなければならない。

三 施 設等利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減額又は免除)

第 17条  指 定管理者は、規則で定めるところにより、施設
等利用料金を減額 し、又は免除するものとする。

(利用料金の還付)

(損害賠償)

第 15条  支 援センターに損害を与えた者は、その損害に相
当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、や
むを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、
又ほ免除することができる。

(禾U用料金)

第 16条  施 設等の利帰に係る料金 (以下 「施設等利用料金」

範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理

者が定める。

2 使 用者は、施設等利用料金を指定管理者に使用の承認の

入とする。

(利用料金の減額又は免除)

第 17条  指 定管理者は、規則で定めるところにより、施設

等利用料金を滅額 し、又は免除するものとする。

(利用料金の還付)



第 18条  指 定管理者は、規貝Jで定めるところにより、既に 第 18条  指 定管理者は、規員Jで定あがところにより、既に
納付された施設等利用料金の全部又は一部を還付するもの

とする。

(区長による管理)

第 19条  第 4条 の規定にかかわらず、区長は、やむを得な
い事情があると認めるときは、同条各号に掲げる支援セン
ターの管理に係る業務を行 うことができる。

2 前項?規定により区長が支援センターの管理に係る業務
を行 う場合にあつては、第 6条 ただし書及び第 7条 ただし
書中 「指定管理者」とあるのは 「区長」と、「ときは、あら
かじめ区長の承認を得て」とあるのは 「ときは」と、第 8

,襲築客子捨露巷塁軍と豊奮ぁ露1農蜜岳官ヤ譜
6条第 1項 中 「利用に係る料金 (以下 f施設等利用料金」
という。)」とあるのは 「使用料」と、「、あらかじめ区長の

承認を得て、指定管理者が」とあるのは 「規則で」と、同
条第 2項 中 「施設等利用料金を指定管理者にどとあるのは
「施設等の使用料を」と、舞整繰薬中 「指定管理者は、規

則で定めるところにより、施設等利用料金Jとあるのは 「区

暑f釜 墨警得播整督塾岳;啓 縁暑法忌晴産蟹啓害?機
利用料金」とあるのは 「施設等の使用料」として、これ ら
の規定を適用する。

納付された施設等本ど用料金の全部又は一部を還付するもの
とする。

(区長による管理)

第 19条  第 4条 の規定にかかわらず、区長は、やむを得な
い事情があると認めるときは、同条各号に掲げる支援セン
ターの管理に係る業務を行 うことができる。

2 前 項の規定により区長が支援センターの管理に係る業務
を行う場合にあつては、第6条 ただし書及び第 7条 ただし
書中 「指定管理者」とあるのは 「区長」と、「ときは、ぁら
かじめ区長の承認を得て」とあるのは 「ときは」と、第8

轟轟轟轟笛澪「`疑暮贔驚婚孵摺
と、第 16条 第 1項中 味U用に係る料金 (以下 「施設等利

は、規則で定めるところにより、施設等利用料金」とある
のは 「区長は、特型?翠 由があると認めるときは、施設等

(委任)

第20条  こ の条例の施行に関し必要な事項は、規員Jで定め
る。

付 則

この条例は、平成 18年 5月 1日 から施行する。

墜   (第9条 、第 16条 関係)

備考 1日 とは、午前 9時 から午後 9時 30分 までの間を
V うヽ。

「指定管理者」とあるのは 「区長」と、「施設

して、これらの規定を適用する。

(委任)

20条  こ の条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
る。

付 Rlj

この条例は、平成 18年 5月 1日から施行する。

掃ヨテ争 1日 とほ、

V うヽ。'
午前 9時 から午後 9時 30分 までの間を

用料金」という。〉」とあるのほ 「使用料」と

雑: : 鞠|

施設の名称等 限度額

大会議室 1日につき6,500円

小会議室 1日 をこつき5, 000円

和 室 1日につき4,700円

集会室 1日につき7 , 3 0 0 円

多目的室 1日につき7,700円

付帯設備 1件 1日 につき15,000円

≧(第9条、第16条関係)
施設の名称等 限度額

大会議室 1日につき6 , 5 0 0円

小会議室 1日につき5 , O o o円

和室 1日につき4 , 7 0 0円

集会室 1日につき7 , 3 0 0円

多目的室 1日 につき7, 700円

付帯設備 1件 1日につき1 5 , 0 0 0円
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葛飾区勤労福社会館条例 新 1日対照表

現 行 改正案

(施設)

第 3条  会 館には、

(1)大 会議室

12)小 会議室

(3) 芥ll室

四 集 会室

働 多 目的室

0 卓 球室

0 練 習室

次に掲げる施設を設ける。

○葛飾区勤労福社会館条例

昭斉E54年 9月 28日

条例第 27号

(設置)

第 1条  主 として中小企業に働く勤労者の文化、教養及び福
社の向上を図るため、葛飾区勤労福社会館 (以下 「会館」
という。)を 東京都葛飾区立石三丁目12番 1号 に設置す
る。

(平7条例48,一 部改正)

(事業)

第2条  会 館は、前条に定める目的を達成するため、次の事
業を行う。

(D 会 館施設の利用及び公開に関すること。

12)会 館施設を利用しての勤労者の文化、教養及び福祉の

向上に必要な事業

ほ)前 2号 に掲げるもののほか、還要が必要と認める事業
(平7条例48・ 旧第3条繰上 。一部改正)

大会議室、小会議室、和室、集会室舞釜努籍縫 は、葛

飾区市民腎勲支援センタTと の共用施設 とする。

(平7条 例 48・ 追加t平 14条 例 58・ 平 17条

例 44。 一部改正)

(指定管理者による管理)

第 3条 の2 区 長は、次に掲げる会館の管理に係る業務を、
地方自治法 (昭和 22年 法律第 67号 )第 244条 の 2第

3項 の規定により、指定管理者 (同項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。)に 行わせるものとする。
(1)第 2条各号に掲げる業務

(a 会 館の維持管理に関すること。

脩)前 2号 に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条 例44・ 追カロ)

(指定管理者の資格)

第3条 の3 指 定管理者となることができるものは、法人そ
の他の団体で、次の各号に掲げるす茶て'の要件を備えるも
のとする。
(D 区民の平等な利用が確保された会館の運営ができるこ

と。

O葛 飾区勤労福社会館条71j

昭和 54年 9月 28コ

条rll第27号

(設置)

第 1条  主 として中小企業に働 く勤労者の文化、教養及び福

社の向上を図るため、葛節区勤労福社会館 (以下 「会館」
という。)を 東京都葛飾区立石二丁目12番 1号 に設置す

る。

(平7条 例 48。 一
部改正)

(事業)

第 2条  会 館は、前条に定める目的を達成するため、次の事

業を行 う。

(1)会 館施設の利用及び公開に関すること。

(〕 会館施設を利用しての勤労者の文化、教養及び福祉の

向上に必要な事業

鼈鏑撥ど鎖誓ン
議紫轟i 鶴:

(平7条 例 48。 旧第 3条 繰上 ,一部改正)

(施設)

第 3条 会 館にぃ、4に 掲げる施設を設ける。

11)大 会議室

12)小 会議室

(3) 和室

倒 集 会室

働 多 目的室             十

0 卓 球室

(η 練 習室

密餞

千墓雀台畜最と告自藍覇主整香レ審全雷
(平7条例48・ 追加、平 14条 例 58'平 17条

例44・ 一部改正)

(指定管理者による管理)

第 3条 の2 区 長は、次に掲げる会館の管理に係る業務を、
地方自治法 (昭和22年 法律第 6ウ 号)第 244条 の2第
3項 の規定により、指定管理者 (同項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。)に 行わせるものとする。

(D 第 2条各号に掲げる業務

0 会 館の維持管理に関すること。

(9 前 2号 に掲げるもののほかく区長が必要と認める業務

(平17条 例44・ 追加)

(指定管理者の資格)

第3条 の3 指 定管理者となることができるものは、法人そ
の他の団体で、次の各号に掲げる杢室の要件を備えるもの

とする。

(D 区 民の平等な利用が確保された会館の運営ができるこ

と。

1



0 会 館の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、そ
の管理に係る経費の縮滅を図ることができること。

ほ)前 条各号に掲げる業務を安定 して行 う物的能力及び人
的能力を有すること。

(平17条 例 44・ 追加)

(開館時間)

第 4条  会 館の開館時間は、午前 9時 から午後 9時 30分 ま
でとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認め

るときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変更する
ことができる。

(平 17条 71144・ 全改)

(体館 日)

第 4条 の 2 会 館の休館 日は、 12月 28日 から翌年の 1月

4日 までとする。ただし、指定管理者は、特に必要がある

キ認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変
更し、又は臨時に休館 日を定めることができる。

(平17条 例 44・ 追カロ)

(使用の承認)

第5条 会館の施設及び葛飾区規則 (以下 「規則」という。)
で定める付帯設備 (以下 「施設等」とい う。)を 使用 しよう
とするものは、規貝Jで定める手続により指定管理者に申請
し、、その承認を受けなければならない。

(平7条 例 48。 平 17条 例 44。 一
部改正)

(使用の不承認)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、施設等の使用の承認をしない。

(1)公 益を害するおそれがあると認めるとき。

例 秩 序を乱すおそれがあると認めるとき。
13)会 館の施設設備を損傷するおそれがあると認めると

き。

会館の管理上支障があると認めるとき。
前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に使用を

不適当と認めるとき。

(平17条 例 44・ 全改)

第 7条 及び第 8条  削 除

(平17条 例 44)

(使用権の譲渡等禁止)

第 9条  第 5条 の規定により施設等の使用の承認を受けたも
の (以下 「使用者」という。)は 、施設等の使用の権呑口を譲
渡し、又は転貸 してはならない。

(平17条 例 44・ 一部改正)

(施設等の変更禁止)

第 10条  使 用者は、施設等の使用に際し、特別の設備をし、
又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管
理者の承認を受けたときは、この限 りでない。

(平17条 例 44・ 一
部改正)  ｀

(使用の承認の取消し等)

121 会館の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、そ
の管理に係る経費の縮滅を図ることができること。

13)前 条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人
的能力を有すること。

(平17条 例44・ 追力口)

(開館時間)

第4条  会 館の開館時間は、午前9時 から午後 9時 30分 ま
でとするとただし、指定管理者は、特に必要があると認め
るときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変更する
ことができる。

(平17条 例44・ 金改)

(休館日)

第4条の2 会 館の休館日は、12月 28日 から翌年の1月
4日 までとする。ただし、指定管理者は、特に必要がある
と認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変
更ヒ、采は臨時に休館 日を定めることができる。

(平17条 例44・ 追加)

(使用の承認)

第 5条  会 館の施 び葛飾区規貝J(以 下
「規則」という。)で 定める付帯設備 (以下 「施設等」とい

う。)を使用しようとするものは、規則で定める手続により
指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(平7条例48。 平 17条 例44・ 一部改正)

(使用の不承認)

第 6条  指 定管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、施設等の使用の承認をしない。

伍)公 益を害するおそれがあると認めるとき。

0 秩 序を乱すおそれがあると認めるとき。

伸)会 館の施設設備を損傷するおそれがあると認めると
き。

14)会 館の管理上支障があると認めるとき。

151 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に使用を
不適当と認めるとき。

(平17条 71144・全改)

第 7条及び第 8条  肖」除

〈平17条 例44)

(使用権の譲渡等禁止)

第 9条  第 5条 の規定により施設等の使用の承認を受けたも
の (以下 「使用者」という。)は 、施設等の使用の権利を譲
渡し、又は転貸してはならない。

(平17条 例44・ 一部改正)

(施設等の変更禁止)

第 10条  使 用者は、施設等の使用に際し、特別の設備をし、
又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管
理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条 例 44,一 部改正)

(使用の承認の取消し等)

に

侮



第 11条  指 定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しく
は停止することができる。

(1)こ の条例又はこの条例に基づく規貝Jに違反したとき。
修)使 用の目的に違反して使用したとき。

O)使 用の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わな
かつたとき。

惚)災 害その他め事故により施設等の使用ができなくなっ

たとき。

15)工 事その他の都合により指定管理者が特に必要と認め
るとき。

(平17条 例44・ 全改)

(原状回復義務)

第 12条  使 用者は、施設等の使用を終了したとき及び前条
の規定に基づき使用の承認を取り消され、又は使用を停止
されたときは、草ちに施設等を原状に回復しなければなら
ない。

(損害賠償)

第 13条  会 館に損害を与えた者は、その損害に相当する額
を賠償しなければならない。ただし、ゃむを得ない理由が

あると認めるときは、区長は、賠償額を減額し、又ほ免除
することができる。

(平17条 21144,一 部改正)

(利用料金)

第 14条  施 設等の利用に係る料金 (以下 「施設等利用料金」
という。)は こヽ疑養1廷1定める額の範囲内において、あらかじ
め区長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 使 用者は、施設等利用料金を指定管理者に使用の承認の

際に納付しなければならない。

豊 施設等利用料金は、指定管理者の収入 とする。

(平17条 例44・ 全改)

体守用料金の減額又は免除)

第 15条  指 定管理者は、規則で定めるところにより、
等利用料金を滅額 し、又は免除するものとする:

(平17条 例 44・ 追加)

施 設

第 11条  指 定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しく
は停止することができる。

(1)こ の条例又はこの条例に基づく規則に違反 したとき。

像)使 用の目的に違反 して使用したとき。

0 使 用の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わな
かつたとき。

に)災 害その他の事故により施設等の使用ができなくなっ

たとき。

15)工事その他の都合により指定管理者が特だ必要と認め
るとき。         |

(平17条 例 44・ 全改)

(原状回復義務)

第 12条  使 用者は、施設等の使用を終了したとき及び前条
の規定に基づき使用の承認を取 り消され、又は使用を停止

されたときはt直 ちに施設等を原状に回復 しなければなら

ない。

(損害賠償)

第 13条  会 館に損害を与えた者は、その損害に相当する額

を購償 しなければならない。ただし、やむを得ない理由が

あると認めるときは、区長は、賠償額を減額 し、又は免除

することができる。

(平17条 rl1 4 4,一部改正)

(利用料金)

第 14条  施 設等の利用に係る料金 (以下 「統設等利用料金 |

範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理

者が定める。

2 使 用者は、施設等利用料金を指定管理者に使用の承認の

際に納付しなければならない。

空 施設等利用料金荻む盛鐘揚剰開騒碁は、指定管理者の収
入とする。

(平17条 例 44・ 全改)

(呑U用料金の減額又は免除)

第 15条  指 定管理者は、規則で定めるところにより、施設

等利用料金を減額 し、又は免除するものとする。

4条 施 設等の利用に係る料金 (以下 「施設等利用料金」



(利用料金の還付)

第 16条  指 定管理者は、規員」で定めるところにより、既に
納付 された施設等利用料金の全部又は一

部を還付するもの
とする。

(平17条 例 44・ 追加)

(区長による管理)

第 17条  第 3条 の 2の 規定にかかわらず、区長は、やむを
得ない事情があると認めるときは、同条各号に掲げる会館
の管理に係る業務を行 うことができる。

2 前 項の規定により区長が会寧の管理に係る業務を行う場
合にあっては、第4条ただし書及び第4条の2ただし書中
「指定管理者」とあるのは 「区長」と、「ときは、あらかじ

め区長の承認を得て」とあるのは 「ときは」と、第5条 、
第6条 、第 10条 ただし書:髪銭塞墾空案中 「指定管理者」
とあるのは 「区長」と、第 14条 第 1項 中 「利用に係る料
金 (以下 「施設等利用料金」という。)」とあるのは 「使用
料」とt「、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」
とあるのは 「規貝Jで」と、同条第 2項 中 「施設等利用料金

ン軍琴磨遷巻墨署是F鑑則警啓霧曾督曾営たとテ!蕃
設等利用料金」とあるのは 「区長は、特別の理由があると
認めるときは、施設等の使用料」と、謡委中 「指定管理者」
とあるのは 「区長」と、「施設等利用料金」とあるのは 「施
設等の使用料Jと して、これ らの規定を適用する。

(平17条 例 44,追 力『)     |

(委任)

第 18条  こ の条例の施行に関し必要な事項は、規貝Jで定め
る。

(昭6ゃ条例12・ 旧第14条繰下、平17条 例4
4・ 担第 15条 繰下)

付 貝」

1 こ の条例は、昭和 54年 10月 1日 から施行する。
2 こ の条例の施行の日 (以下 「施行 日」とい う。)の 前 日ま
でに、東京都勤労福社会館条例 (昭和44年 東京都条例第
32号 )に 基づき承認を受けた施行日以後の使用について
は、この条例に基づき承認したものとみなす。

付 狽ど(中間省略)

(平 17条 例 44・ 追加)

(利用料金の還付)

第 16条  指 定管理者は、規則で定めるところにより、既に
納付された施設等利用料金の全部又は一部を還付するもの
とする。

(平17条 例44・ 追加)

(区長による管理)

第17条  第 3条の2の規定にかかわらず、区長は、やむを
得ない事情があると認めるときは、同条各号に掲げる会館
の管理に係る業務を行 うことができる。

2 前 項の規定により区長が会館の管理に係る業務を行う場
合にあっては、第4条ただし書及び第4条の2ただし書中
「指定管理者」とあるのは 「区長」と、「ときは、あらかじ

め区長の承認を得て」とあるのは 「ときは」と、第5条、
第6条、第10条ただし書離努密纂巽番第ヨ努塞務姦中「指
定管理者」とあるのに 「区長」と、第14条第1項中「利
用に係る料金 (以下 「施設等利用料金」といぅ。)」とある
の7ま「使用料」と酵霧雛
騨 盤義踊襲覇器髄 寵靭難謎〔〒ぁら慕じめ区
長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは 「規則で」と、
同条第 2項 中 「施設等利用料金を指定管理者に」とあるの

は 「施設等の使用料を」と、

努覇襲窯盤種中 「指定管理者は、規則で定めるところによ
り、施設等利用料金」とあるのは 「区長は、特別の理由が

る。

(平17条 例 44・ 追加)

(委任)

第 18条  こ の条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
る。

(昭63条 例 12・ 旧第 14条 繰下、平 17条 例 4
4・ 旧第 15条 繰下)

付 貝J

l こ の条例は、昭和 54年 10月 1日 か ら施行する。
2 こ の条例の施行の日 (以下 「施行 日」という。)の 前 日ま
でに、東京都勤労福社会館条例 (昭和 44年 東京都条例第
32号 )に 基づき承認を受けた施行 日以後の使用について
は、この条例に基づき承認 したものとみなす。

付 則 (中間省略)

籍 畿!



施設の名称等 限度額

大会議室 1日につき6, 50

0円

小会議室 1日 につき5,00

0円

和 室 1日 につき4, 70

0円

集会室 1日 につき7,30

0円

多目的室 1日 にて》き7, 70

0円

卓球室 貸切りの場合 1日 につき6,40

0円

個人使用の場合 1人 1回 1時間につ

き9 0 円

練習室 1日 につき5,00

0円

付帯設備 1 件 1 日 につ き 1

5 , 0 0 0 円

騒  (第 1 4条 関係)

(平17条 例 44
糠 舞 : (第14条 関係)

(平17条 71J44・ 全改)全改)

備考 1日 とは、午前9時から午後 9時 30分 までの間を
V うヽ。

備考 1日 とは、午前9時から午後 9時 30分 までの間を
いう。

施設の名称等 娘度額

大会議室 1日につき6, 50

0円

小会議室 1日につき5, 00

0 円

和室 1日 につき4, 7 0

0 円

集会室 1日につき7, 30

0円

多目的室 1日 につき7, 7 0

0円

草球室 貸切 りの場合 1日 につき6, 40

0 円

個人使用の場合 1人 1回 1時間につ

き9 0 円

練習室 1日 につき5, 0 0

0 円

付帯設備 1 件 1 日 につ き 1

5 , 0 0 0 円


